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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和2年12月10日(2020.12.10)

【公開番号】特開2020-85465(P2020-85465A)
【公開日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2020-022
【出願番号】特願2018-214827(P2018-214827)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/416    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/407    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   27/416    ３７６　
   Ｇ０１Ｎ   27/00     　　　Ｋ
   Ｇ０１Ｎ   27/416    ３３１　
   Ｇ０１Ｎ   27/407    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月27日(2020.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素イオン伝導性の固体電解質体（２１）、前記固体電解質体の表面に設けられて、検
出対象ガス（Ｇ）に晒される検出電極（２２）、及び前記固体電解質体の表面に設けられ
た基準電極（２３）を有するとともに、長手方向（Ｄ）に長い形状を有する検出素子部（
２）と、
　通電によって発熱する発熱部（４１１）を有し、前記発熱部の発熱によって前記固体電
解質体、前記検出電極及び前記基準電極を加熱するヒータ部（４）と、
　前記検出電極における、前記検出対象ガスに含まれる酸素の電気化学的還元反応と前記
検出対象ガスに含まれるアンモニアの電気化学的酸化反応とが釣り合うときに生じる、前
記検出電極と前記基準電極との間の混成電位としての電位差（ΔＶ）を検出する電位差検
出部（５１）と、を備え、
　前記検出電極を前記長手方向における中心位置において前記長手方向に２分割したとき
に、前記長手方向の先端側に位置する領域を先端側領域（２２１）とし、前記長手方向の
基端側に位置する領域を基端側領域（２２２）としたとき、
　前記発熱部の発熱中心（Ｐ）は、前記先端側領域（２２１）の平均温度と、前記基端側
領域（２２２）の平均温度とが異なるよう、前記検出電極における前記長手方向の中心位
置（Ｏ）から先端側（Ｄ１）又は基端側（Ｄ２）にずれた位置に対向している、ガスセン
サ（１）。
【請求項２】
　前記発熱部の発熱中心は、前記先端側領域に対向する位置、又は前記先端側領域よりも
前記長手方向の先端側の位置にあり、
　定常時において、前記先端側領域の平均温度は、３９０～４８０℃の範囲内にあり、前
記基端側領域の平均温度は、前記先端側領域の平均温度よりも低く、かつ３８０～４２０
℃の範囲内にある、請求項１に記載のガスセンサ。
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【請求項３】
　前記発熱部の発熱中心は、前記基端側領域に対向する位置、又は前記基端側領域よりも
前記長手方向の基端側の位置にあり、
　定常時において、前記基端側領域の平均温度は、３９０～４８０℃の範囲内にあり、前
記先端側領域の平均温度は、前記基端側領域の平均温度よりも低く、かつ３８０～４２０
℃の範囲内にある、請求項１に記載のガスセンサ。
【請求項４】
　前記先端側領域の平均温度と前記基端側領域の平均温度との差は、１０～６０℃の範囲
内にある、請求項１～３のいずれか１項に記載のガスセンサ。
【請求項５】
　前記固体電解質体は、板状に形成されており、
　前記固体電解質体には、板状の絶縁体（２５，４２）が積層されており、
　前記ヒータ部は、前記発熱部が形成されて前記絶縁体内に埋設された発熱体（４１）を
有しており、
　前記絶縁体には、前記基準電極が収容された基準ガスダクト（２４）が形成されており
、
　前記検出電極は、前記検出対象ガスに露出される、前記固体電解質体の外側表面に設け
られている、請求項１～４のいずれか１項に記載のガスセンサ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一態様は、酸素イオン伝導性の固体電解質体（２１）、前記固体電解質体の表
面に設けられて、検出対象ガス（Ｇ）に晒される検出電極（２２）、及び前記固体電解質
体の表面に設けられた基準電極（２３）を有するとともに、長手方向（Ｄ）に長い形状を
有する検出素子部（２）と、
　通電によって発熱する発熱部（４１１）を有し、前記発熱部の発熱によって前記固体電
解質体、前記検出電極及び前記基準電極を加熱するヒータ部（４）と、
　前記検出電極における、前記検出対象ガスに含まれる酸素の電気化学的還元反応と前記
検出対象ガスに含まれるアンモニアの電気化学的酸化反応とが釣り合うときに生じる、前
記検出電極と前記基準電極との間の混成電位としての電位差（ΔＶ）を検出する電位差検
出部（５１）と、を備え、
　前記検出電極を前記長手方向における中心位置において前記長手方向に２分割したとき
に、前記長手方向の先端側に位置する領域を先端側領域（２２１）とし、前記長手方向の
基端側に位置する領域を基端側領域（２２２）としたとき、
　前記発熱部の発熱中心（Ｐ）は、前記先端側領域（２２１）の平均温度と、前記基端側
領域（２２２）の平均温度とが異なるよう、前記検出電極における前記長手方向の中心位
置（Ｏ）から先端側（Ｄ１）又は基端側（Ｄ２）にずれた位置に対向している、ガスセン
サ（１）にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　そこで、本形態のガスセンサ１においては、検出電極２２を加熱する温度を、その先端
側領域２２１と基端側領域２２２とにおいて異ならせ、基端側領域２２２の平均温度は作
動温度範囲内の下限作動温度に近い温度に設定し、先端側領域２２１の平均温度は基端側
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領域２２２の平均温度よりも高い温度に設定する。これにより、ガスセンサ１の定常時に
おいては、下限作動温度に近い温度に制御された基端側領域２２２によってアンモニアに
対する感度が高く維持される。また、検出対象ガスＧの温度の低下、流速の増加等を受け
て、アンモニア素子部２の温度が急激に低下する過渡時において、基端側領域２２２にお
ける平均温度が下限作動温度よりも下がった場合でも、先端側領域２２１における平均温
度が作動温度範囲内の下限作動温度に近い温度になる、といった状況を形成することがで
きる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　これにより、定常時及び過渡時のいずれにおいても、検出電極２２の先端側領域２２１
及び基端側領域２２２の少なくとも一方を、作動温度範囲内の下限作動温度に近い温度に
維持することができる。それ故、本形態のガスセンサ１によれば、定常時及び過渡時のい
ずれにおいても、検出対象ガスＧにおける特定ガス成分としてのアンモニアの濃度を精度
よく検出することができる。
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